
規 
 

則 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
三
二 

 
 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

七
二
四
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
四
条
中
第
十
二
項
を
第
十
三
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
七
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

８ 

条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
十
二
号
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
作
業
は
、
危
険
鳥
獣
（
ヒ

グ
マ
及
び
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
限
る
。
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
捕
獲
若
し
く
は

殺
傷
又
は
そ
の
補
助
に
係
る
作
業
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
条
第
二
項
第
二
十

二
号
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
警
察
業
務
手
当
の
額
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
作
業
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 
 

一 

警
察
官
等
特
殊
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
（
平
成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十

六
号
）
第
四
条
第
四
号
に
掲
げ
る
任
務
に
係
る
作
業 

千
六
百
四
十
円 

 
 

二 

前
号
の
作
業
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
作
業
で
危
険
鳥
獣
に
よ
る
被
害
が
発
生
す
る
恐
れ

の
あ
る
区
域
内
に
お
け
る
も
の 

千
百
円 

第
二
条 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

七 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及

び
ニ
に
規
定
す
る
相
談
及
び
指
導
等
の
業
務
に
従
事
す
る
保
健
師 

 
 

第
三
条
第
四
項
中
「
第
二
項
第
三
号
及
び
第
五
号
」
を
「
第
二
項
三
号
、
第
五
号
及
び
第
七

号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和
七
年
十

一
月
十
三
日
か
ら
適
用
す
る
。 
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